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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄、鋼でなるバレルであって、このバレルは、略フラット上面と、この上面の両端より
略三角山形形状に収れんした側面とを備えた三角形状に形成する構成としたダーツ用のバ
レル。
【請求項２】
　前記バレルは、三角形状の略樽型とする構成であって、その外周面に、複数の溝を、形
成するとともに、始端と終端に一条の溝を、中心部に二条の溝を形成する構成とした請求
項１に記載のダーツ用のバレル。
【請求項３】
　前記バレルは、焼入れ手段を利用して、カラー化を可能にする構成とした請求項１に記
載のダーツ用のバレル。
【請求項４】
　前記バレルは、三角形状の樹脂製の略樽型カバー、又は樹脂製のいも型カバーを被覆す
る構成とした請求項１に記載のダーツ用のバレル。
【請求項５】
　樹脂製のチップの中に、顔料を添加するとともに、少なくとも、一本の補強用のワイヤ
を備え、
　前記ワイヤを、前記チップの長手方向で、かつ根元の螺孔に貫設するように、少なくと
も、一本貫設する構成としたダーツ用のチップ。
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【請求項６】
　前記ワイヤは、金属、硬質樹脂、硬質ゴムとする構成とした請求項５に記載のダーツ用
のチップ。
【請求項７】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のバレルと、
　請求項５から請求項６のいずれか一項に記載のチップと、
　このバレルに取付けたフライトと、
　で構成したダーツ。
【請求項８】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のバレルと、
　樹脂製のチップの中に、顔料を添加するとともに、少なくとも、一本の補強用のワイヤ
を備える構成のダーツ用のチップと、
　このバレルに取付けたフライトと、
　で構成したダーツ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダーツの部品であるバレルと、同チップ、並びにこのチップとバレルを備え
たダーツに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のダーツは、図１４に示すように、バレルは、タングステンを環状に形成し、その
始端と終端（両端）を、単純に、絞り込んだ形状である。従って、把手した際に、三本の
指で、略点接触の感じで支持する構造である。従って、一般的には、把手する位置の特定
ができず、違和感が有り、かつ安定性がなく、また、不安になる。また、ダーツの楽しみ
と、競技では、高得点が望めないと考えられる。また、そのチップは、危険解除と簡易化
等の面から、樹脂製とする構造が、普及する状況である。しかしながら、樹脂製であるが
故に、耐久性にかけることと、前述のバレルの環状形成と、同じような問題を抱えている
。
【０００３】
　この問題を解決するための一例として、バレルの環状形成を変更することが、最適であ
る。また、チップの耐久性を確保できる文献として、次のような、発明と考案が挙げられ
る。
【０００４】
　文献（１）は、実用新案登録第３１１６１５６号公報に記載のダーツのバレルを、六角
形か八角形にした構造である。しかしながら、単純な、多角形構造では、グリップ感の向
上は可能であるが、依然として、改良点が考えられる。例えば、この構造では、違和感が
残り、かつ安定性が今一であること、また、ダーツの楽しみと、競技では、必ずしも、高
得点が望めないと考えられる。
【０００５】
　文献（２）は、実用新案登録第３１１８７３２号公報に記載のダーツシャフトのバレル
を多角形か、楕円形とかにする構造である。しかし、この考案も、文献（１）と同様な、
改良点が考えられる。
【０００６】
　また、文献（３）は、国際公開ＷＯ２００７／０００９８３号公報に記載のダーツチッ
プ、ダーツシャフト、ダーツにおいて、チップに一条等の溝を形成することと、シャフト
（バレル）を多角形か、楕円形とかにする構造である。しかし、この発明も、文献（１）
と同様な、改良点が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】実用新案登録第３１１６１５６号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１１８７３２号公報
【特許文献３】国際公開ＷＯ２００７／０００９８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の問題を解決するための一例として、前記文献（１）～文献（３）があり、有効で
ある。しかしながら、本発明が意図するバレルの特徴、例えば、把手する位置の特定を達
成し、違和感を無くし、かつ安定性確保と、また、不安感を無くして、ダーツ、及び／又
は、競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点を獲得すること、等に関しては、十分とは
考えられない。
【０００９】
　また、本発明が意図するバレルの特徴、例えば、樹脂製の弱点回避と、適宜の重さ確保
等とが図れ、しかも、違和感を無くし、かつ安定性確保と、また、ダーツ、及び／又は、
競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点を獲得すること、等に関しては、十分とは考え
られない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記に鑑み、本発明は、バレルの外観形状を、略フラット上面と、この上面の両端より
略三角山形形状に収れんした側面とを備えた三角形状に形成するとともに、始端と終端を
、絞込み、全体として、略樽型とした構成とする。これにより、例えば、把手する位置の
特定を達成し、違和感を無くし、かつ安定性確保と、また、不安感を無くして、ダーツ、
及び／又は、競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点が望め得る、等の目的を叶え得る
。
【００１１】
　また、本発明は、チップに、顔料添加とともに、一本の補強用のワイヤを備える構造で
、耐久性向上と、的への支持確保が図れる構成とする。これにより、例えば、樹脂製の弱
点回避と、適宜の重さ確保等とが図れ、しかも、違和感を無くし、かつ安定性確保と、ま
た、ダーツ、及び／又は、競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点が望め得る、等の目
的を叶え得る。
【００１２】
　上記、目的達成のために、請求項１～請求項８を提案する。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の発明は、鉄、鋼でなるバレルであって、バレルは、略フラット上面と、上面
の両端より略三角山形形状に収れんした側面とを備えた三角形状に形成する構成としたダ
ーツ用のバレルであり、把手する位置の特定を達成し、違和感を無くし、かつ安定性確保
と、また、不安感を無くして、ダーツ、及び／又は、競技を楽しみ、或いは、競技では、
高得点が望め得る、等の目的を叶え得る効果がある。
【００１４】
　請求項２の発明は、バレルは、三角形状の略樽型とする構成であって、外周面に、複数
の溝を、形成するとともに、始端と終端に一条の溝を、中心部に二条の溝を形成する構成
とした請求項１に記載のダーツ用のバレルであり、請求項１の目的達成とともに、把手す
る位置の特定を達成し、違和感を無くし、かつ安定性確保と、において、優れた効果があ
る。
【００１５】
　請求項３の発明は、バレルは、焼入れ手段を利用して、カラー化を可能にする構成とし
た請求項１に記載のダーツ用のバレルであり、請求項１の目的達成とともに、各人の趣向
性にマッチしたダーツを提供できる効果がある。
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【００１６】
　請求項４の発明は、バレルは、三角形状の樹脂製の略樽型カバー、又は樹脂製のいも型
カバーを被覆する構成とした請求項１に記載のダーツ用のバレルであり、金属アレルギー
防止用と、軽量化確保等とが図れ、しかも、違和感を無くし、かつ安定性確保と、また、
ダーツ、及び／又は、競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点が望め得る、等の目的を
叶え得る効果がある。
【００１７】
　請求項５の発明は、樹脂製のチップの中に、顔料を添加するとともに、少なくとも、一
本の補強用のワイヤを備え、ワイヤを、チップの長手方向で、かつ根元の螺孔に貫設する
ように、少なくとも、一本貫設する構成としたダーツ用のチップであり、請求項４の目的
達成とともに、樹脂製の弱点回避と、適宜の重さ確保等とが図れる等の優れた効果がある
。
【００１９】
　請求項６の発明は、ワイヤは、金属、硬質樹脂、硬質ゴムとする構成とした請求項５に
記載のダーツ用のチップであり、請求項５の目的達成とともに、違和感を無くし、かつ安
定性確保と、また、ダーツ、及び／又は、競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点が望
め得る、等の優れた効果がある。
【００２０】
　請求項７の発明は、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のバレルと、
　請求項５から請求項６のいずれか一項に記載のチップと、
　このバレルに取付けたフライトと、
　で構成したダーツであり、請求項１に記載の効果、及び／又は、請求項５に記載の効果
、を達成するに最適である。
　請求項８の発明は、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のバレルと、
　樹脂製のチップの中に、顔料を添加するとともに、少なくとも、一本の補強用のワイヤ
を備える構成のダーツ用のチップと、
　このバレルに取付けたフライトと、
　で構成したダーツである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】チップとバレルを備えた第１のダーツを示した縮尺斜視図
【図２】第１のダーツのバレルの斜視図
【図３－１】第１のダーツのバレルの左側面図
【図３－２】第１のダーツのバレルの右側面図
【図４】第１のダーツのバレルの断面図
【図５】第１のダーツのチップの斜視図
【図６－１】チップの断面図
【図６－２】他のチップの断面図
【図７】チップとバレルを備えた第２のダーツを示した縮尺斜視図
【図８】第２のダーツのバレルの斜視図
【図９】第２のダーツの横端面図
【図１０】チップとバレルを備えた第３のダーツを示した縮尺斜視図
【図１１】第３のダーツのバレルの斜視図
【図１２】第３のダーツの横端面図
【図１３】（イ）～（ハ）は、第３のダーツを、図１４に示す、従来のダーツに被せた状
態の拡大断面図であり、（イ）は、バレルの始端と終端の端面までとする例、（ロ）は、
バレルの始端と終端の端面より延設し、チップ、及び/又は、シャフトの一部まで被せる
特異な例、また、（ハ）は、バレルの始端では、チップの一部を被せ、かつ終端の端面を
被せる他の特異な例を示す
【図１４】チップとバレルを備えた従来のダーツを示した縮尺斜視図
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図中１はダーツであり、チップ２と、バレル３、並びにフライト５（羽根）とでなる。
【００２３】
　バレル３は、図１～図５に示した第１のダーツ１と、図７～図９に示した第２のダーツ
１－１、並びに図１０～図１２に示した第３のダーツ１－２等が好ましい一例である。以
下、順に説明する。
【００２４】
　図１～図５に示した第１のダーツ１のバレル３は、重さと焼入れを考慮し、鉄、鋼でな
る。このバレル３は、略フラット上面３ａと、上面３ａの両端より略三角山形形状に収れ
んした側面３ｂ、３ｃとでなる、三角形状に形成した、略樽型構造となっている。そして
、始端３ｄと終端３ｅは、環状で、かつ中心部３ｆに対して、収れんした構造である。こ
の第１のダーツ１は、鉄、鋼でなる金属素材を、焼入れで形成するとともに、顔料を添加
して、各種の色彩を施す構造である。各人の趣向性の向上を図る。この樽型形状では、上
面３ａに人差し指が面接触し、両端側面３ｂ、３ｃに、親指と中指が面接触する状態が確
保できるので、目的とする三点支持が確保される。これにより、前述した、把手する位置
の特定と、違和感を無くし、かつ安定性確保と、また、不安感を無くし、ダーツ、及び／
又は、競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点が望め得る、等の効果がある。図中６、
７は螺孔を示す。また、８は溝であり、樽の外周面方向に凹設されており、この例では、
始端３ｄと終端３ｅに一条の溝８を、中心部３ｆに二条の溝８を形成する構成である。こ
の溝８は滑り止めである。
【００２５】
　図７～図９に示した第２のダーツ１－１のバレル３－１は、第１のダーツ１のバレル３
と同じく、外観形状は、略樽型形状（略樽型カバー）であるが、この例のダーツ１－１は
、図１４に示した従来のダーツ１００に、被せて使用する一例であり、ダーツ１００のバ
レル３００に、被せるための貫通孔１０を備えた、原則として、樹脂製とする。そして、
バレル３－１の外観形状は、上面３ａと両端側面３ｂ、３ｃとを有する。この実施例では
、原則として螺孔６、７は備えない。また、従来のバレル３００より、太さを確保でき、
把持した際に、感覚的に優れ、かつ重量増加もなく、総合的には、違和感が全くない等の
利点がある。尚、場合により、金属製も可能であるが、一部の効果が阻害される。しかし
、従来のダーツ１００利用という観点からは効果がある。その他は、第１のダーツ１に準
ずる。
【００２６】
　図１０～図１２に示した第３のダーツ１－２のバレル３－２は、第１のダーツ１のバレ
ル３とは異なる形状であり、外観形状は、いも型形状（いも型カバー）であるが、この例
のダーツ１－２は、図１４に示した従来のダーツ１００に、被せて使用する一例であり、
ダーツ１００のバレル３００に、被せるための貫通孔１０を備えた、原則として、樹脂製
とする。この実施例では、原則として螺孔６、７は備えない。また、従来のバレル３００
より、太さを確保でき、把持した際に、感覚的に優れ、かつ重量増加もなく、総合的には
、違和感が全くない等の利点がある。尚、場合により、金属製も可能であるが、一部の効
果が阻害される。しかし、従来のダーツ１００利用という観点からは効果がある。その他
は、第１のダーツ１に準ずる。
【００２７】
　図５～図６－２に示したチップ２は、樹脂製であり、その補強、及び/又は、重さの確
保のために、顔料１１と、ワイヤ１２（金属、硬質樹脂、硬質ゴム、木材、セラミック等
）を設ける。顔料１１は、全体に混合し、素材の樹脂と同じとするか、又は異なる色彩と
する。また、ワイヤ１２は、軸方向の全体に設け、素材の樹脂と同じとするか、又は異な
る色彩とする。この例では、素材に汎用形の樹脂を利用し、コストの低廉化、利便性等を
確保する。そして、使用に際しては、ダーツ１等の的への支持確保と、重量バランス確保
等に有効と考えられる。図中１３は螺軸であり、バレル３の螺孔６に螺着される。
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　フライト５は、羽根５ａとシャフト５ｂで構成されている。シャフト５ｂに設けた螺軸
（図示せず）は、バレル３の螺孔７に螺着される。
【００２９】
　ダーツ１の主体をなす、バレル３を、樽型形状の上面３ａに人差し指が面接触し、その
下側に向かった両端側面３ｂ、３ｃに、親指と中指が面接触する状態が確保できるので、
目的とする三点支持が確保される。これにより、違和感なく把手できる特徴があり、前述
した、把手位置の特定と、かつ安定性確保と、また、不安感を無くし、ダーツ、及び／又
は、競技を楽しみ、或いは、競技では、高得点が望め得る、等の効果がある。また、樽の
外周面方向に凹設した、始端３ｄと終端３ｅに一条の溝８を、中心部３ｆに二条の溝８を
形成する構成である。滑り止めと、前記把手位置の特定と、かつ安定性確保に役立ち、か
つ落着いた状態での投擲を楽しむことができる。また、被せ方式と、樹脂の特性とを利用
して、金属アレルギーを無くし、安心して競技を楽しめる。
【００３０】
　また、チップ２では、ワイヤ１２を含めた適度の重みと、樹脂の特性を利用して、危険
性の回避と、軽量化とカラフル化等を楽しめる。
【符号の説明】
【００３１】
　　１　　　　　　ダーツ
　　１－１　　　　ダーツ
　　１－２　　　　ダーツ
　　２　　　　　　チップ
　　３　　　　　　バレル
　　３－１　　　　バレル
　　３－２　　　　バレル
　　３ａ　　　　　上面
　　３ｂ　　　　　側面
　　３ｃ　　　　　側面
　　３ｄ　　　　　始端
　　３ｅ　　　　　終端
　　３ｆ　　　　　中心部
　　５　　　　　　フライト
　　５ａ　　　　　羽根
　　５ｂ　　　　　シャフト
　　６　　　　　　螺孔
　　７　　　　　　螺孔
　　８　　　　　　溝
　　１０　　　　　貫通孔
　　１１　　　　　顔料
　　１２　　　　　ワイヤ
　　１３　　　　　螺軸
　　１００　　　　ダーツ
　　３００　　　　バレル
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